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予
約
手
続
き
（
本
予
約
）
は

受
付
窓
口
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
仮
予
約
が
で
き
る
施
設
　
市

　
民
球
場
（
順
次
拡
大
予
定
）

▽
利
用
方
法
　
秋
川
体
育
館
で

　
仮
予
約
の
利
用
登
録
を
し
、

　
会
員
番
号
と
仮
パ
ス
ワ
ー
ド

　
を
発
行
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら「
仮
予
約

　
・
予
約
履
歴
照
会
ご
利
用
の

　
手
引
き
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
パ
ソ
コ
ン
か
ら
】

h
ttp
:/
/
w
w
w
.c
b
n
e
t.c

o
.jp
/
a
k
iru
n
o
/

【
携
帯
電
話
か
ら
】

h
ttp
:/
/
w
w
w
.c
b
n
e
t.c

o
.jp
/
a
k
iru
n
o
/
k
/

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ア

　
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
秋
川
体
育
館
（
☎

　
５
５
９
・
１
１
６
３
）
へ

　
麻
薬
の
原
料
と
な
る
け
し
や

マ
リ
フ
ァ
ナ
の
原
料
と
な
る
大

麻
は
、
法
律
で
栽
培
な
ど
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
京
都
で

は
、
７
月
末
ま
で
不
正
大
麻
・

け
し
撲
滅
運
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
不
正
大
麻
・
け
し
を
見
か

け
た
と
き
は
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

▽
連
絡
・
問
合
せ
　
東
京
都
福

　
祉
保
健
局
薬
務
課
（
☎
03
・

　
５
３
２
０
・
４
５
０
５
）
へ

　毎日の暮らしの中で、役所

などの仕事への苦情や意見・

要望はありませんか。そのよ

うなときは、行政と住民との

パイプ役として総務大臣から

委嘱された「行政相談委員」

が相談に応じています。

　市で行っている行政相談（予

約制）を利用してください。

○日時　５月28日㈬　午後

　１時30分～４時30分

○場所　五日市出張所

○予約・問合せ　市民課市民

　相談窓口係（直通５５８・

　１２１６）へ

　平成20年度から医療制度改革などにより、国民健康保険税の算定方法が２区分か
ら３区分になり、課税限度額と税率が変わります。

▽
日
時
　
５
月
18
日
（日）
　
日
中

▽
警
戒
区
域
　
国
領
駅
付
近
を

　
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
　

　
の
範
囲

▽
交
通
規
制
　
京
王
電
鉄
「
調

　
布
駅
〜
つ
つ
じ
が
丘
駅
」
間

　
が
運
行
停
止
（
折
り
返
し
運

　
転
）
、
甲
州
街
道
幹
線
道
路

　
の
大
型
車
通
行
規
制
な
ど

▽
問
合
せ
　
調
布
市
不
発
弾
処

　
理
対
策
本
部
（
☎
０
４
２
・

　
４
８
１
・
７
３
４
６
）
へ

▽
投
票
立
会
人
の
仕
事
　
有
権

　
者
の
代
表
と
し
て
、
投
票
が

　
公
正
、
適
正
に
行
わ
れ
る
よ

　
う
監
視
す
る
た
め
、
投
票
に

　
立
ち
会
い
ま
す
。

▽
応
募
資
格
　
市
の
選
挙
人
名

　
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

　
（
20
歳
以
上
）
で
健
康
な
方

▽
立
会
人
の
決
定
　
各
投
票
所

　
（
期
日
前
投
票
所
を
含
む
）

　
２
人
を
抽
選

▽
当
日
の
投
票
立
会
人

　●

時
間
…
午
前
７
時
〜
午
後
８

　
時

　●

場
所
…
名
簿
登
録
さ
れ
て
い

　
る
各
投
票
区
の
投
票
所

　●

報
酬
…
１
万
５
５
０
０
円

▽
期
日
前
投
票
立
会
人

　●

期
日
・
時
間
…
告
示
日
な
ど

　
の
翌
日
か
ら
投
票
日
前
日
ま

　
で
の
う
ち
１
日
（
午
前
８
時

　
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で
）

　●

場
所
…
市
役
所
ま
た
は
五
日

　
市
出
張
所

　●

報
酬
…
１
万
２
５
０
０
円

※
五
日
市
出
張
所
は
期
間
、
時

　
間
、
報
酬
額
が
変
わ
る
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。

▽
応
募
方
法
　
５
月
23
日
（金）
ま

　
で
に
住
所
、
氏
名
、
生
年
月

　
日
、
電
話
番
号
、
所
属
す
る

　
党
派
が
あ
る
方
は
党
派
名
を

　
明
記
し
、
直
接
ま
た
は
電
話

　
で
申
し
込
む

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
選
挙
管

　
理
委
員
会
事
務
局
（
内
線
３

　
１
１
１
）
へ

　
国
民
健
康
保
険
は
、
皆
さ
ん

か
ら
納
め
て
い
た
だ
い
た
保
険

税
や
国
、
東
京
都
な
ど
の
補
助

金
、
市
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰

入
金
な
ど
を
財
源
に
、
医
療
費

な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
給
付
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
は
、
高
齢
化
や
医
療

技
術
の
高
度
化
な
ど
で
毎
年
支

払
額
が
増
加
し
、
国
民
健
康
保

険
財
政
を
圧
迫
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
事
業

の
健
全
化
や
税
負
担
の
公
平
を

図
る
た
め
、
保
険
税
を
次
の
と

お
り
改
定
し
ま
す
。

　
平
成
20
年
度
か
ら
、
75
歳
以

上
の
方
が
長
寿
医
療
制
度
（
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
）
に
移
行

す
る
こ
と
で
、
国
民
健
康
保
険

税
の
算
定
方
法
が
見
直
さ
れ
ま

す
。
現
在
の
「
国
民
健
康
保
険

税
基
礎
課
税
額
（
医
療
分
）
」

は
、「
基
礎
課
税
額
（
医
療
分
）
」

と
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
額
（
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
）
」
に
分
か
れ
ま
す
。
な
お
、

介
護
納
付
金
課
税
額
は
、
変
更

あ
り
ま
せ
ん
。

　
保
険
税
の
算
定
方
法
が
変
わ

っ
た
こ
と
に
伴
い
、
課
税
限
度

額
と
税
率
を
改
定
し
ま
す
（
表

１
の
と
お
り
）
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る

65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
世
帯
主

で
、
次
の
条
件
す
べ
て
に
該
当

す
る
方
の
保
険
税
は
、
年
金
か

ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。
特
別

徴
収
の
対
象
と
な
る
方
の
平
成

20
年
度
の
保
険
税
は
、
７
月
、

８
月
、
９
月
分
は
納
税
通
知
書

で
納
め
て
い
た
だ
き
、
10
月
分

以
降
は
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

▽
年
金
か
ら
の
天
引
き
の
対
象

　
と
な
る
方

　●

世
帯
主
が
年
額
18
万
円
以
上

　
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　●

介
護
保
険
料
と
保
険
税
の
合

　
算
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

　
以
内
の
方

　●

世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の

　
被
保
険
者
全
員
が
65
歳
か
ら

　
74
歳
ま
で
の
方

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
で
、
75
歳
以
上
の
方

が
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
）
に
移
行
し
、
75

歳
未
満
の
方
が
引
き
続
き
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
は
、
保
険
税
の
軽

減
を
受
け
て
い
る
世
帯
は
、
世

帯
構
成
や
収
入
が
変
わ
ら
な
け

れ
ば
、
５
年
間
、
今
ま
で
と
同

じ
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
75
歳
以
上
の
方
が
会
社
の
健

康
保
険
な
ど
か
ら
長
寿
医
療
制

度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

に
移
行
す
る
こ
と
で
、
そ
の
扶

養
家
族
で
あ
る
被
扶
養
者
の
方

（
65
〜
74
歳
）
が
新
た
に
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合
に

は
、
申
請
に
よ
り
２
年
間
、
保

険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
（
６

割
軽
減
に
該
当
し
て
い
る
世
帯

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）
。

　
対
象
に
な
る
方
は
、
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
保
険
年
金
課
保
険
税

係
（
内
線
２
４
２
３
）

選
挙
の
投
票
立
会
人
に

　
　
　
　
登
録
し
ま
せ
ん
か

選
挙
の
投
票
立
会
人
に

　
　
　
　
登
録
し
ま
せ
ん
か

保
険
税
の
算
定
方
法
が

２
区
分
か
ら
３
区
分
に

変
わ
り
ま
す

保
険
税
の
課
税

限
度
額
と
税
率
が

　
　
　
変
わ
り
ま
す

10
月
に
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
が

　
　
　
始
ま
り
ま
す

（
対
象
と
な
る
方
の
み
）

長
寿
医
療
制
度

（
後
期
高
齢
者

　
　
医
療
制
度
）
の

創
設
に
伴
う

　
　
　
　
軽
減
措
置

所
得
が
低
い
方
の
保
険

税
の
軽
減
が
引
き
続
き

受
け
ら
れ
ま
す

不
正
大
麻
・

　
　
け
し
撲
滅
運
動

調
布
市
不
発
弾
撤
去

作
業
に
よ
る
交
通
規
制

施
設（
市
民
球
場
）の

仮
予
約
が
イ
ン
タ
ー

　
ネ
ッ
ト
で
で
き
ま
す

施
設（
市
民
球
場
）の

仮
予
約
が
イ
ン
タ
ー

　
ネ
ッ
ト
で
で
き
ま
す

不
正
大
麻
・

　
　
け
し
撲
滅
運
動

国
民
健
康
保
険
か
ら
長

寿
医
療
制
度
（
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
）
に
移

行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
が
１
人
の
世
帯
に

な
る
場
合
に
は
、
５
年

間
、
世
帯
ご
と
に
負
担

す
る
保
険
税
が
半
額
に

な
り
ま
す
。
（
表
２
）

旧
被
扶
養
者
に
対
す
る

軽
減
（
表
３
）

調
布
市
不
発
弾
撤
去

作
業
に
よ
る
交
通
規
制

春季行政相談強調週間
５月19日㈪～25日㈰

国民健康保険税の
算定方法などが変わります
国民健康保険税の
算定方法などが変わります
国民健康保険税の
算定方法などが変わります

メ
ー
ト
ル

表２

平成20年３月まで
（夫、妻ともに国保の被保険者）

国民健康保険

国民健康保険 長寿（後期高齢
者）医療制度

妻　69歳 夫　76歳

表１　国民健康保険税税率など

医　療　分

後期高齢者
支援金分

介　護　分

区　　分 19年度 20年度

所　得　割 5.52％ 4.12％

資　産　割 15％ 15％

均　等　割 24,000円 15,600円

平　等　割 10,800円 10,800円

課税限度額 530,000円 470,000円

所　得　割 1.32％ 1.40％

資　産　割 3％

均　等　割 8,000円 9,400円

平　等　割

所　得　割

資　産　割

均　等　割

平　等　割

所　得　割

均　等　割

所　得　割

均　等　割

1,200円

課税限度額 90,000円 90,000円

所　得　割 1.40％

均　等　割 8,400円

課税限度額 120,000円

表３　被扶養者の保険税の軽減内容

医　療　分

後期高齢者
支援金分

介　護　分

区　　分 内　　　　容

２年間免除

２年間半額

単身の場合半額

２年間半額

２年間半額

平成20年４月から
〔夫が長寿（後期高齢者）医療
　制度、妻が引き続き国保の被
　保険者である場合〕

５年間半額

被保険者
均等割など

世帯別平等割（10,800円）

被保険者
均等割など

妻　69歳 夫　76歳

被保険者
均等割など

世帯別平等割
（5,400円）

保険料


